
宮城県強い農業づくり総合支援交付金（整備事業）交付要綱 

 

（趣 旨） 

第１ 県は，強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱（令和４年４月１日付け

３農産第２８９０号農林水産事務次官依命通知。以下，「国要綱」という。），

強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプ等の交付対象

事業事務及び交付対象事業費の取扱いについて（令和４年４月１日付け３新食

第２０８８号農林水産省総括審議官（新事業・食品産業），３農産第２８９７

号農林水産省農産局長，３畜産第１９９１号農林水産省畜産局長通知。），強

い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプの配分基準につ

いて（令和４年４月１日付け３農産第２８９５号農林水産省農産局長，３畜産

第１９７２号農林水産省畜産局長通知。），強い農業づくり総合支援交付金の

うち卸売市場等支援タイプの配分基準について（令和４年４月１日付け３新食

第２２７１号農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）通知。），

強い農業づくり総合支援交付金の費用対効果分析の実施について（令和４年４

月１日付け３新食第２０８７号農林水産省総括審議官（新事業・食品産業），

３農産第２８９６号農林水産省農産局長，３畜産第１９８９号農林水産省畜産

局長通知。）及び令和４年福島県沖を震源とする地震被災産地施設支援対策実

施要領（令和４年４月２０日付け４新食第２０６号農林水産省総括審議官（新

事業・食品産業），４農産第３８４号農林水産省農産局長，４畜産第２１３号

農林水産省畜産局長通知。（以下「国被災産地実施要領」）に基づき，事業実

施主体が行う強い農業づくり総合支援交付金（以下「交付金」という。）によ

る対策事業に要する経費について，間接補助事業者等にあっては当該間接補助

事業者等の主たる所在地の市町村に，それ以外の事業実施主体にあっては当該

事業実施主体に対し，予算の範囲内において交付金を交付するものとし，その

交付等に関しては，補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。 

 

（交付対象等） 

第２ 国要綱に係る取組の交付対象は，国要綱の別表１のⅠ産地基幹施設等支援

タイプ及び１のⅡ卸売市場等支援タイプに掲げるとおりとし，国被災産地実施

要領に係る取組の交付対象は，国被災産地実施要領第２に定めるものとする。

また，交付率又は交付額は，別表のとおりとする。  

 

（間接補助事業等） 

第３ 第１に規定する事業実施主体（市町村を除く。）が実施する間接補助事業

等に対する交付金の交付は，当該事業実施主体の主たる所在地の市町村長の申

請に基づき行うものとする。 

 

（交付の申請） 

第４ 規則第３条第１項の規定による交付金交付申請書の様式は，別記様式第１

号によるものとし，その提出期限は知事が別に定める日とする。 

２ 前項の交付金交付申請書を提出しようとする者は，当該交付金に係る消費税

及び地方消費税仕入控除税額（交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税



に相当する額のうち，消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入

れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）の規定による地方消費税額との合計額に充当率を乗じて得た金額を

いう。以下同じ。）がある場合は，これを減額して申請しなければならない。

ただし，申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでな

い場合にあっては，この限りでない。 

３ 規則第３条第２項の規定により交付金交付申請書に添付しなければならない

書類は，次のとおりとする。 

（１）事業計画（別記様式第１号別添１） 

（２）施設設置等にあっては実施設計書 

（３）市町村にあっては，交付金の交付に関する規則等 

（４）暴力団排除に関する誓約書（別記様式第１号別添２） 

（５）納税証明書（すべての県税） 

（６）その他知事が必要と認める書類 

４ 交付決定前に着手する場合にあっては，事業実施主体はあらかじめ市町村長

または知事の適正な指導を受けた上で，その理由を明記した交付決定前着手届

（別記様式第８号）により，知事に提出するものとする。 

 

 （交付の条件） 

第５ 規則第５条の規定により付する条件は，次のとおりとする。 

  （１）交付事業の内容の変更又は交付事業に要する経費の配分の変更をする場

合においては，別記様式第２号により知事の承認を受けること。ただし，別表

の重要な変更の欄に掲げる以外の軽微な変更にあっては，この限りでない。 

 （２）事業を中止し，又は廃止する場合においては，別記様式第３号により知

事の承認を受けること。 

 （３）事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合

には，速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

 

 （事業遂行状況報告） 

第６ 規則第１０条の規定による報告は，交付金の交付決定のあった年度の 

１２月３１日現在において，別記様式第４号により作成し，当該年度の１月 

１５日までに知事に提出しなければならない。ただし，別記様式第６号（概算

払請求）をもってこれにかえることができる。 

２ 知事が前項に定める時期のほか，交付金事業の円滑適正な執行を図るため必

要があると認めるときは，事業実施主体に対して当該交付金の遂行状況報告書

を求めることができる。                                                

                       

 （実績報告） 

第７ 規則第１２条第１項の規定による交付金事業実績報告書の様式は，別記様

式第５号によるものとする。 

２ 第４第２項ただし書の規定により交付金の交付申請をした者は，前項の補助

事業実績報告書を提出するに当たり，当該交付金に係る消費税及び地方消費税

仕入控除税額が明らかになった場合は，これを当該交付金から減額して報告し

なければならない。 



３ 規則第１２条第１項の規定により交付金事業実績報告書に添付しなければな

らない書類は，次のとおりとする。 

 （１）事業実績（別記様式第５号別添） 

 （２）施設設置等にあっては出来高設計書 

  （３）財産管理台帳の写し 

 （４）その他知事が必要と認める書類 

 

 （交付金の交付方法） 

第８ 交付金の交付は，規則第１３条に規定する交付金の額の確定後に交付する

ものとする。ただし，知事は，事業の遂行上必要と認めるときは，規則第１５

条ただし書の規定により概算払により交付することができるものとし，その請

求書の様式は，別記様式第６号によるものとする。 

 

 （事業確認の責務） 

第９ 市町村長は，間接補助事業等を行う事業実施主体の事業が適正に遂行され

るよう指導するとともに，その出来高状況について確認しておくものとする。 

 

  （交付金の交付） 

第 10 交付金の交付を受けた市町村長は，間接補助事業等を行う事業実施主体 

に対して，この要綱の各規定に準じて交付金を交付するものとする。 

 

  （消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還） 

第 11 第４第２項ただし書の規定により交付金の交付申請をした者は，第９第１

項の交付金事業実績報告書を提出した後において，当該交付金に係る消費税及

び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には，その金額（第４第２項の規定

により減額した場合にあっては，その金額が減じた額を上回る部分の金額）を

別記様式第７号により速やかに知事に報告するとともに，知事の返還命令を受

けてこれを返還しなければならない。 

また，当該交付金における仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない

場合又はない場合であっても，その状況等について，当該交付金の額の確定の

あった日の翌年 5 月 31 日までに，同様式により知事に報告しなければならな

い。 

 

（額の再確定） 

第 12 交付金の交付申請をした者は，規則第１３条に規定する交付金の額の確定

後において，違約金，返還金，保険料その他の交付金の変わる収入があったこ

と等により交付事業等に要した経費を減額すべき事情がある場合は，当該経費

を減額して作成した実績報告書を，知事が定める日までに知事に提出しなけれ

ばならない。 

 

 （処分の制限を受ける財産） 

第 13 規則第２１条第２号及び同条第３号の規定により処分の制限を受ける財産

は，次のとおりとする。 

  （１）１件当たりの取得価格が５０万円以上の機械及び器具 



 （２）牧草地及び飼料畑 

 （３）牛，馬，豚及びめん羊（以下「生物」という。） 

 

 （処分の制限を受ける期間及び内容） 

第 14 規則第２１条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は，「減価償

却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下，「大

蔵省令」という。）に定める耐用年数に相当する期間とし，期間内に当初の交

付目的に即した利用が期待し得ないことが明らかになり，補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律(昭和３０年法律第１７９号)第２２条に基づく財

産処分として，当該施設等を当該交付金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，

交換し，貸し付け，又は担保に供しようとするときは，「補助事業等により取

得し，又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について」（平成２０年５

月２３日付け２０経第３８５号農林水産省大臣官房経理課長通知。）の定める

ところにより，知事の承認を受けなければならない。ただし，牧草地及び飼料

畑にあっては，「草地開発事業等の受益地の転用に伴う補助金の返還措置につ

いて」（昭和４９年５月１０日付け４９畜Ｂ第６０３号農林事務次官依命通達）

の記の２の（１）に定める期間とする。 

 

 （帳簿及び書類の備付け等） 

第 15 事業実施主体は，第 13 の期間内において処分の制限を受ける財産の管理

の状況を明らかにするため，別記様式第９号の財産管理台帳その他関係書類を

整備保管しなければならない。 

 

 （書類の提出数及び経由） 

第 16 この要綱により知事に提出する書類の部数は各２部とし，事業を所轄する

地方振興事務所長（以下「所長」という。）を経由し，所長はその写しを保管

するものとする。ただし，間接補助事業者以外にあっては，別に定めのない限

り直接知事に提出するものとする。 

２ 所長は，前項の規定により書類の提出があった場合においては，その写しを

家畜保健衛生所長に送付するものとする。 

 

 （その他） 

第 17 この要綱に定めるもののほか，交付金の交付等に関し必要な事項は，別に

定める。 

 

  附 則 

１ この要綱は，平成２５年２月２８日から施行し，平成２４年度予算に係る交

付金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該交付金に係る予算が成立し

た場合に，当該交付金にも適用するものとする。 

３ この要綱の改正の際，現に改正前の要綱の規定によりされた処分，手続その

他の行為は，この要綱の規定によりされた処分，手続その他の行為とみなす。 

 

附 則 



１ この要綱は，平成２５年５月２４日から施行する。 

２ 平成２４年度までに実施した事業については，なお従前の例によることとす

る。 

 

附 則 

１ この要綱は，令和元年５月１０日から施行し，令和元年度（平成３１年度）

に係る交付金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該交付金に係る予算が成立し

た場合に，当該交付金にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は，令和２年３月６日から施行し，令和元年度（平成３１年度）に

係る交付金に適用する。 

２ 平成３０年度までに実施した事業については，なお従前の例によることとす

る。 

３ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該交付金に係る予算が成立し

た場合に，当該交付金にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は，令和２年７月１日から施行し，令和２年度に係る交付金に適用

する。 

２ 令和元年度（平成３１年度）までに実施した事業（令和元年８月から９月の

前線に伴う大雨（台風第１０号，第１３号，第１５号及び第１７号の暴風雨を

含む。）及び台風第１９号等被災産地施設整備等対策実施要領（令和元年１１

月１９日付け元食産第３０２９号農林水産省食料産業局長，元生産第１１６０

号農林水産省生産局長，元政統第１１５２号農林水産省政策統括官通知。）に

係る取組を含む。）については，なお従前の例によることとする。 

３ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該交付金に係る予算が成立し

た場合に，当該交付金にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は，令和３年６月１日から施行し，令和３年度に係る交付金に適用

する。 

２ 令和２年度までに実施した事業（令和元年８月から９月の前線に伴う大雨（台

風第１０号，第１３号，第１５号及び第１７号の暴風雨を含む。）及び台風第

１９号等被災産地施設整備等対策実施要領（令和元年１１月１９日付け元食産

第３０２９号農林水産省食料産業局長，元生産第１１６０号農林水産省生産局

長，元政統第１１５２号農林水産省政策統括官通知。），国産農畜産物供給力

強靱化対策実施要領（令和２年４月３０日付け２生産第２９０号農林水産省生

産局長，２政統第３０１号農林水産省政策統括官通知。）に係る取組を含む。）

については，なお従前の例によることとする。 

３ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該交付金に係る予算が成立し

た場合に，当該交付金にも適用するものとする。 

 



附 則 

１ この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和３年度までに実施した事業（令和元年８月から９月の前線に伴う大雨（台

風第１０号，第１３号，第１５号及び第１７号の暴風雨を含む。）及び台風第

１９号等被災産地施設整備等対策実施要領（令和元年１１月１９日付け元食産

第３０２９号農林水産省食料産業局長，元生産第１１６０号農林水産省生産局

長，元政統第１１５２号農林水産省政策統括官通知。），国産農畜産物供給力

強靱化対策実施要領（令和２年４月３０日付け２生産第２９０号農林水産省生

産局長，２政統第３０１号農林水産省政策統括官通知。），令和２年から３年

までの冬期の大雪及び令和３年福島県沖を震源とする地震被災産地施設支援対

策実施要領（令和３年４月１日付け２食産第６５８７号農林水産省食料産業局

長，２生産第２４１６号農林水産省生産局長，２政統第２５８７号農林水産省

政策統括官通知。）に係る取組を含む。）については，なお従前の例によるこ

ととする。 

３ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該交付金に係る予算が成立し

た場合に，当該交付金にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は，令和４年６月１日から施行し，令和４年度に係る交付金に適用

する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該交付金に係る予算が成立し

た場合に，当該交付金にも適用するものとする。 

 


